
 

 

 

２ 京都市都市計画局建築工事見積標準書式 

 

 

 

157



 

 

 

158



１ 本書の位置付け 

  本書は、建築工事の積算に当たって製造業者及び専門工事業者から見積書を徴集する際の見積依頼

書の書式について、「公共建築工事見積標準書式」（官庁営繕関係統一基準）（以下「標準書式」という。）

に替わる見積標準書式を定めるものである。 

  なお、本市が製造業者及び専門工事業者から受領する見積書の書式については「標準書式」を参考

とすること。 

 

２ 見積依頼書 

  見積依頼書の標準書式を参考様式１に示す。また、各項目の記載に当たっては下表による。 

項 目 概 要 

工 事 名 称 特に明確にできない理由がなければ、予定工事名称を記載する。 

提 出 期 限 見積書作成期間を十分確保した期限を記載する。 

提 出 部 数 必要な部数を記載する。 

あ て 先 「京都市長」とする。 

提 出 先 見積書の提出先を記載する。 

見積有効期限 特に指定する必要がない場合は、「一般的な見積書の有効期限」を記載する。 

工 事 場 所 特に明確にできない理由がなければ、施工場所を具体的に記載する。 

見 積 条 件 等 

 受渡場所を明記する。（特に指定する必要がない場合は、「現場渡し」とする。） 

納期等が予測できない製品等で予定工事期間の当初に納品が可能であることを確認する必要があ

る場合には、予定工期を記載する。（その必要がなければ「未定」とする。） 

 その他、詳細な見積条件は「見積条件書」に記載する。 

注 記 事 項 
 法定福利費に関する注記事項及び見積書の提出に当たり注意してもらう事項を記載する。 

また、機器重量や納期等を見積書に付記してもらう場合には、その旨を記載する。 

 

３ 見積条件書 

  見積条件書の標準書式を参考様式２に示す。 

  なお、見積条件書に記載する事項については「標準書式」を参考にするものとし、参考にする「標

準書式」は、建築工事編、設備工事編ともに令和７年版とする。 
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（参考様式１） 

見積依頼書 

（工事名称：京都市○○工事 ただし、○○工事） 

  年  月  日 

（依頼先） 

               御中 

 

（見積依頼者） 

                          京都市都市計画局 

                        （作業受託者） 

                          株式会社           

                           担当者：          

                           所在地：          

                           電 話：          

                           ＦＡＸ：          

                           ＭＡＩＬ：          

 

 標記工事の見積の件について、下記及び添付の見積条件書により見積書の提出をお願いします。 

 

記 

 

提出期限及び部数 ○○年○○月○○日○○時まで （提出部数○部） 

あ て 先 京都市長 

提 出 先 上記作業受託者まで提出してください。（郵送可） 

見 積 有 効 期 限 ○箇月（支障がある場合は、別途協議のうえ設定します。） 

工 事 場 所 京都市○○区○○町 

見 積 条 件 等 

受 渡 場 所  □ 現場渡し   □ 工場渡し 

予 定 工 期  ○○年○○月 ～ ○○年○○月 

 

詳細な見積条件等については、別添の「見積条件書」による。 

 

注 記 事 項 

・見積書には法定福利費を明記してください。法定福利費とは、雇用

保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額

とします。見積書には、現場労働者に関する法定福利費を記載し、

現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、

製品価格等の見積額に含むものとします。 

・見積書には、見積有効期限及び受渡場所を明記してください。 
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（参考様式２） 

見積条件書 

番号 見積条件 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜見積条件書に記載する内容（例）＞ 

  ・建物概要（構造、階数、延べ面積等）を示す 

必要がある場合には、ここに記載する。 

  ・以下の区分等についても、必要な場合はここ 

   に記載する。 

   ☞ 関連仮設施設等（専用仮設、直接仮設、 

     共通仮設等）の分担範囲区分（専門業者 

     と元請業者の負担区分） 

   ☞ 建設発生土、汚泥、廃棄物等の処分費の 

     負担区分 

   ☞ 主材料、補助材料の見積対象区分 

   ☞ 機材のみの場合／取付、加工、搬入、 

据付等の施工費込の場合の見積対象区分 

   ☞ 支給品の有無 
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